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令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
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五
一
七

山
梨
県
公
報

第
三
百
九
十
七
号

令
和
五
年

七
月
二
十
七
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定	

五
一
七

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定	

五
一
八

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定	

五
一
八

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定	

五
一
八

公

告

○
公
共
測
量
の
実
施	

五
一
九

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

五
一
九

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

五
二
一

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五
二
七

○
信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
を
廃
止
す
る
告
示	

五
二
七

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

株
式
会
社
リ
ク
ル
ー
ト　

東
京
都
千

代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
九
番
二
号　

グ
ラ
ン
ト
ウ
キ
ョ
ウ
サ
ウ
ス
タ
ワ
ー

二　

指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
日　

令
和
五
年
六
月
三
十
日

三　

指
定
納
付
受
託
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
歳
入　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
電
子
マ
ネ
ー
又
は
Q
R

コ
ー
ド
決
済
を
利
用
し
て
納
付
す
る
山
梨
県
富
士
山
保
全
協
力
金

四　

指
定
納
付
受
託
者
が
代
理
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
電
子
マ
ネ
ー
又
は
Q
R

コ
ー
ド
決
済
の
種
類

1　

次
に
掲
げ
る
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

㈠　

M
astercard

㈡　

V
ISA

㈢　

JCB

㈣　

A
M
ERICA

N

 EX
PRESS

㈤　

D
iners Club

㈥　

D
ISCO

V
ER

㈦　

銀
聯

（U
nionPay

）

2　

次
に
掲
げ
る
電
子
マ
ネ
ー

㈠　

Suica

㈡　

PA
SM
O

㈢　

K
itaca

㈣　

T
O
ICA

㈤　

m
anaca

㈥　

ICO
CA

㈦　

SU
GO
CA

㈧　

nim
oca

㈨　

は
や
か
け
ん

㈩　

A
pple Pay

�　

iD

�　

Q
U
IC Pay

3　

次
に
掲
げ
る
Q
R
コ
ー
ド
決
済

㈠　

A
lipay+

㈡　

W
eChat Pay

㈢　
U
nionPay

（銀
聯

）Q
Rコ

ード
㈣　

ｄ
払
い

㈤　
PayPay

㈥　

LIN
E Pay

㈦　

au Pay

㈧　

J-coin Pay

㈨　

CO
IN
＋

㈩　

楽
天
ペ
イ



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
七
号
　
　
令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

五
一
八

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
。

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

県
道

河
口
湖
精
進

線

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
湖
辺
二
八
〇
一
番
二
一
地
先
か
ら

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
河
口
字
湖
辺
二
九
八
三
番
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備

部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒
区

域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

指
定

事
項

指
定
告
示

上
野
原
市

上
野
原
工
業
団
地

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

新
規

二　

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

�　

Sm
art Code

五　

指
定
納
付
受
託
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
期
間　

令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
十
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

保
安
林
の
所
在
場
所　

富
士
吉
田
市
新
倉
字
板
木
沢
四
四
五
一
か
ら
四
四
五
三
ま
で
・
四
四
五

八
・
四
四
六
三
の
一
・
四
四
六
五
の
三
（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

四
四
一
八
、
四
四
二
九
の
一
、
四
四
三
〇
、
四
四
三
一
、
四
四
三
四
か
ら
四
四
三
七
ま
で
、
四
四
三

九
か
ら
四
四
四
二
ま
で
、
四
四
四
二
の
内
一
、
四
四
四
三
の
一
、
四
四
四
三
の
三
、
四
四
四
三
の
内

一
、
四
四
四
四
、
四
四
四
五
の
一
、
四
四
四
五
の
五
、
四
四
四
五
の
八
、
四
四
四
五
の
一
〇
、
四
四

四
七
の
一
、
四
四
四
七
の
三
、
四
四
四
八
の
一
、
四
四
四
八
の
三
、
四
四
四
九
の
一
、
四
四
四
九
の

四
、
四
四
五
〇
の
一
、
四
四
五
〇
の
五
、
四
四
五
四
か
ら
四
四
五
七
ま
で
、
四
四
五
九
、
四
四
六

〇
、
四
四
六
四
、
四
四
六
五
の
一
、
四
四
六
五
の
二
、
四
四
六
六
の
三
、
四
四
七
〇
の
一
、
四
四
七

〇
の
二
、
字
板
木
沢
口
二
〇
九
二
か
ら
二
〇
九
四
ま
で
、
二
一
〇
〇

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

字
板
木
沢
四
四
一
八
・
四
四
四
〇
・
四
四
四
三
の
内
一
・
四
四
五
八
・
四
四
六
三
の
一
・
四

四
六
五
の
一
・
字
板
木
沢
口
二
〇
九
四
（
以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
字
板
木
沢
四
四
五
四
か
ら
四
四
五
七
ま
で
、
四
四
五
九

2　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

3　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁

及
び
富
士
吉
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
七
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

及
び
衝
撃
に

関
す
る
事
項

指
定

事
項

指
定
告
示

上
野
原
市

上
野
原
工
業
団
地

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

新
規



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
七
号
　
　
令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

五
一
九

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

お
し
の
再
起
動
を
実
現
す
る
会

大

森

豊

海

大

森

光

作

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
一
九
〇

－

二

令
和
五
年
六
月
六

日

令
和
五
年
六
月
七

日

愛
韮
の
会

渡

邊

愛

彦

渡

邊

愛

彦

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
三
七
六
五

－

一

令
和
五
年
六
月
八

日

令
和
五
年
六
月
十

二
日

飛
泉
会

下

川

唐

一

長

田

宏

子

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
八
二
四
〇

－

八
四
四
四

令
和
五
年
六
月
十

二
日

令
和
五
年
六
月
十

二
日

公　
　
　

告

◉　

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
南
ア
ル
プ
ス
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
作
成
）

二　

測
量
の
地
域　

南
ア
ル
プ
ス
市
の
一
部

三　

測
量
の
期
間　

令
和
五
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称

自
然
現
象

の
種
類

区
域
の
表
示

及
び
衝
撃
に

関
す
る
事
項

指
定

事
項

指
定
告
示

上
野
原
市

上
野
原
工
業
団
地

急
傾
斜
地

の
崩
壊

次
の
図
の
と

お
り
（
図
面

省
略
）

新
規



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
七
号
　
　
令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

五
二
〇

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
建
設
産
業
支

部

羽
中
田
和
文

令
和
五
年
四
月
一

日

令
和
五
年
六
月
十

六
日

旧

飯

野
　

敏

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
薬
剤
師
支
部

堀

内

敏

光

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
六
月
二

十
二
日

旧

内

藤

貴

夫

新

自
由
民
主
党
甲
府
市
支
部

望

月

大

輔

令
和
五
年
六
月
二

十
三
日

令
和
五
年
六
月
二

十
七
日

旧

向

山

憲

稔

新

自
由
民
主
党
八
代
支
部

角

田

孝

義

笛
吹
市
八
代
町
大
間
田
九
〇

令
和
五
年
六
月
十

日

令
和
五
年
六
月
二

十
八
日

旧

前

島

茂

松

笛
吹
市
八
代
町
北
九
五
七

新

自
由
民
主
党
下
部
支
部

上

田

孝

二

遠

藤

一

夫

南
巨
摩
郡
身
延
町
三
沢
七
〇
七

令
和
五
年
六
月
十

二
日

令
和
五
年
六
月
二

十
八
日

旧

深

澤

純

雄

深

澤
　

忍

南
巨
摩
郡
身
延
町
三
沢
五
九
一
一

－

四

新

自
由
民
主
党
韮
崎
市
支
部

浅

川

裕

康

令
和
五
年
六
月
三

日

令
和
五
年
六
月
二

十
九
日

旧

秋

山

祥

司

新

自
由
民
主
党
敷
島
支
部

赤

澤
　

厚

辻
　

俊

仁

甲
斐
市
牛
句
三
八

令
和
五
年
六
月
二

十
三
日

令
和
五
年
七
月
三

日

旧

河

野

勝

彦

山

本

英

俊

甲
斐
市
境
四
六
七

新

山
梨
県
自
動
車
整
備
政
治
連
盟

遠

藤

修

次

令
和
五
年
五
月
二

十
八
日

令
和
五
年
六
月
九

日

旧

石
原
美
千
老

新

東
電
労
組
政
治
連
盟
山
梨
県
支
部

小

川

直

人

令
和
五
年
六
月
八

日

令
和
五
年
六
月
十

四
日

旧

中

田

一

秀

新

山
梨
県
商
工
政
治
連
盟

甲
府
市
古
府
中
町
六
〇
二
七

－

一
五

令
和
五
年
四
月
一

日

令
和
五
年
六
月
十

九
日

旧

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
舂
米
一
六
八
三

－

一

新

上
野
原
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

杉

本

公

俊

令
和
五
年
六
月
十

八
日

令
和
五
年
六
月
二

十
一
日

旧

杉

本

英

美

新

杉
本
公
文
後
援
会

杉

本

公

俊

令
和
五
年
六
月
十

八
日

令
和
五
年
六
月
二

十
一
日

旧

杉

本

英

美

新

幸
薬
会

堀

内

敏

光

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
六
月
二

十
二
日

旧

内

藤

貴

夫

新

山
梨
県
神
谷
ま
さ
ゆ
き
後
援
会

堀

内

敏

光

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
六
月
二

十
二
日

旧

内

藤

貴

夫

新

山
梨
県
本
田
あ
き
こ
後
援
会

堀

内

敏

光

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
六
月
二

十
二
日

旧

内

藤

貴

夫

新

山
梨
県
薬
剤
師
連
盟

堀

内

敏

光

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
六
月
二

十
二
日

旧

内

藤

貴

夫

新

山
梨
県
珠
算
普
及
政
治
連
盟

笹

本

昌

子

笹

本

昌

子

令
和
五
年
七
月
一

日

令
和
五
年
七
月
七

日

旧

井

山

和

子

井

山

和

子



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
七
号
　
　
令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

五
二
一

山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
四
項
中
「
主
任
者
」
を
「
者
（
以
下
「
主
任
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
当
該
意
思
決
定
の
た
め
の
審
査
に
必
要
な
文
書
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十

条
第
九
項
に
お
い
て
「
添
付
文
書
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
よ
る
起
案
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
添
付
文
書
が
文
書
又
は
図
画
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
添
付
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
電
磁

的
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
添
付
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
添
付

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市

第
一
支
部

桜

本

広

樹

八

木

正

敏

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
一
三
二
八

－

三

令
和
五
年
六
月
十

二
日

令
和
五
年
六
月
十

四
日

義
友
会

五

味
　

巧

五

味
　

巧

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西
九
六
七

令
和
五
年
五
月
三

十
一
日

令
和
五
年
六
月
九

日

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
建
設
産
業
支

部

羽
中
田
和
文

令
和
五
年
四
月
一

日

令
和
五
年
六
月
十

六
日

旧

飯

野
　

敏

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
薬
剤
師
支
部

堀

内

敏

光

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
六
月
二

十
二
日

旧

内

藤

貴

夫

新

自
由
民
主
党
甲
府
市
支
部

望

月

大

輔

令
和
五
年
六
月
二

十
三
日

令
和
五
年
六
月
二

十
七
日

旧

向

山

憲

稔

新

自
由
民
主
党
八
代
支
部

角

田

孝

義

笛
吹
市
八
代
町
大
間
田
九
〇

令
和
五
年
六
月
十

日

令
和
五
年
六
月
二

十
八
日

旧

前

島

茂

松

笛
吹
市
八
代
町
北
九
五
七

新

自
由
民
主
党
下
部
支
部

上

田

孝

二

遠

藤

一

夫

南
巨
摩
郡
身
延
町
三
沢
七
〇
七

令
和
五
年
六
月
十

二
日

令
和
五
年
六
月
二

十
八
日

旧

深

澤

純

雄

深

澤
　

忍

南
巨
摩
郡
身
延
町
三
沢
五
九
一
一

－

四

新

自
由
民
主
党
韮
崎
市
支
部

浅

川

裕

康

令
和
五
年
六
月
三

日

令
和
五
年
六
月
二

十
九
日

旧

秋

山

祥

司

新

自
由
民
主
党
敷
島
支
部

赤

澤
　

厚

辻
　

俊

仁

甲
斐
市
牛
句
三
八

令
和
五
年
六
月
二

十
三
日

令
和
五
年
七
月
三

日

旧

河

野

勝

彦

山

本

英

俊

甲
斐
市
境
四
六
七

新

山
梨
県
自
動
車
整
備
政
治
連
盟

遠

藤

修

次

令
和
五
年
五
月
二

十
八
日

令
和
五
年
六
月
九

日

旧

石
原
美
千
老

新

東
電
労
組
政
治
連
盟
山
梨
県
支
部

小

川

直

人

令
和
五
年
六
月
八

日

令
和
五
年
六
月
十

四
日

旧

中

田

一

秀

新

山
梨
県
商
工
政
治
連
盟

甲
府
市
古
府
中
町
六
〇
二
七

－

一
五

令
和
五
年
四
月
一

日

令
和
五
年
六
月
十

九
日

旧

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
舂
米
一
六
八
三

－

一

新

上
野
原
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

杉

本

公

俊

令
和
五
年
六
月
十

八
日

令
和
五
年
六
月
二

十
一
日

旧

杉

本

英

美

新

杉
本
公
文
後
援
会

杉

本

公

俊

令
和
五
年
六
月
十

八
日

令
和
五
年
六
月
二

十
一
日

旧

杉

本

英

美

新

幸
薬
会

堀

内

敏

光

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
六
月
二

十
二
日

旧

内

藤

貴

夫

新

山
梨
県
神
谷
ま
さ
ゆ
き
後
援
会

堀

内

敏

光

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
六
月
二

十
二
日

旧

内

藤

貴

夫

新

山
梨
県
本
田
あ
き
こ
後
援
会

堀

内

敏

光

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
六
月
二

十
二
日

旧

内

藤

貴

夫

新

山
梨
県
薬
剤
師
連
盟

堀

内

敏

光

令
和
五
年
六
月
十

七
日

令
和
五
年
六
月
二

十
二
日

旧

内

藤

貴

夫

新

山
梨
県
珠
算
普
及
政
治
連
盟

笹

本

昌

子

笹

本

昌

子

令
和
五
年
七
月
一

日

令
和
五
年
七
月
七

日

旧

井

山

和

子

井

山

和

子

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

庁

中

一

般

教　

育　

事　

務　

所

県　

立　

図　

書　

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県

立

学

校

山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教 

育 

長　
　

降　
　

籏　
　

友　
　

宏



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
七
号
　
　
令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

五
二
二

は
、
当
該
添
付
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
電
磁

的
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
添
付
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
添
付

文
書
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
し
出
力
し
た
供
覧
用
紙
（
第
十
号
様
式
）
に
添
付
す
る

も
の
と
す
る
。

一　

文
書
又
は
図
画
で
あ
っ
て
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
文

書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
電
磁
的
記

録
の
作
成
の
た
め
に
多
大
な
作
業
を
要
す
る
も
の
と
し
て
総
務
課
長
が
別
に
定
め
る
場
合
に
該
当

す
る
場
合

二　

特
定
個
人
情
報
、
租
税
の
賦
課
又
は
徴
収
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
秘
匿
性
が
高
い
も
の
と
し
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
て
い
る
機
器
に
は
接
続
で
き
な
い
環
境
で

取
り
扱
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
情
報
を
含
む
場
合

第
二
十
五
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
二
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

中
「
文
書
管
理
者
が
事
務
処
理
の
効
率
化
等
の
観
点
か
ら
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
」
を
「
供
覧
を
受
け

る
者
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
で
き
る
環
境
に
な
い
場
合
又
は
シ
ス
テ
ム
障
害
、
災
害
等
に
よ
り

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
ず
」
に
、
「
供
覧
し
よ
う
と
す
る
行
政
文
書
が
紙
文
書
で
あ
る
場

合
」
を
「
直
ち
に
供
覧
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
」
を
「
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
紙
文
書
で
あ

る
」
を
「
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

文
書
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
し
出
力
し
た
添
付
文
書
管
理
票
（
第
三
号
様
式
）
に
添

付
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

文
書
又
は
図
画
で
あ
っ
て
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
文

書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
電
磁
的
記

録
の
作
成
の
た
め
に
多
大
な
作
業
を
要
す
る
も
の
と
し
て
総
務
課
長
が
別
に
定
め
る
場
合
に
該
当

す
る
場
合

二　

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
支
出
負
担
行
為
伺
い
、
同
規
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
出
命
令
書
、
同
規
則

第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
物
品
要
求
書
若
し
く
は
同
規
則
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
物
品
修
繕
要
求
書
で
あ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
文
書
に
添
付
す
る
文
書
で
あ
る
場
合

で
あ
っ
て
、
円
滑
な
事
務
処
理
の
た
め
紙
文
書
の
ま
ま
回
議
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
し
て

総
務
課
長
が
別
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

三　

特
定
個
人
情
報
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
の
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
第

二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
租
税
の
賦
課
又
は
徴
収
に
関
す
る
情
報
そ
の
他

秘
匿
性
が
高
い
も
の
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
て
い
る
機
器

に
は
接
続
で
き
な
い
環
境
で
取
り
扱
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
情
報
を
含
む
場
合

第
十
七
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
」
を
「
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
文
書
管
理
者
が

事
務
処
理
の
効
率
化
等
の
観
点
か
ら
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
」
を
「
審
査
を
行
う
者
若
し
く
は
決
裁
権

限
を
有
す
る
者
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
で
き
る
環
境
に
な
い
場
合
又
は
シ
ス
テ
ム
障
害
、
災
害

等
に
よ
り
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
ず
」
に
、
「
起
案
し
よ
う
と
す
る
行
政
文
書
が
紙
文
書
で

あ
る
場
合
」
を
「
直
ち
に
意
思
決
定
が
必
要
な
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
項
」
を
「
第

一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
起
案
文
書
」
を
「
起
案
し
た
行
政
文
書
（
以
下
「
起
案
文
書
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
起
案
し
た
行
政
文
書
（
以
下
「
起
案
文
書
」
と
い
う
。
）
」
を
「
起
案
文

書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
」
を
削
り
、

同
条
第
八
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、

同
条
第
十
項
中
「
紙
文
書
で
あ
る
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
り
作
成
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
作
成
し
」
の
下
に
「
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
供
覧
す
る
文
書
等
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
添
付
文
書
」
と
い

う
。
）
を
添
付
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
よ
る
供
覧
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
添
付
文
書
が
文
書
又
は
図
画
で
あ
る
と
き
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様
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（

第
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関
係

）
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五
二
五

第
二
十
号
様
式
及
び
第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
20号

様
式

（
第

38条
関

係
）
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梨
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山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
七
号
　
　
令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

五
二
七

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
を
廃
止
す
る
告
示

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
告
示
に
よ
る
廃
止
前
の
信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁

止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
の
告
示
に
よ
り
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長　
　

髙　
　

橋　
　

英　
　

尚

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
交
通
規
制
の
効
力
等
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
交
通
の
規
制
の
効
力
は
、
信
号
機
に
あ
っ
て
は
そ
の
作

動
を
開
始
し
た
と
き
に
、
道
路
標
識
又
は
道
路
標
示
（
以
下
「
道
路
標
識
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ

て
は
こ
れ
を
設
置
し
た
と
き
に
発
生
す
る
も
の
と
す
る
。

2　

前
項
の
交
通
の
規
制
の
効
力
は
、
信
号
機
に
あ
っ
て
は
そ
の
作
動
を
停
止
し
、
又
は
こ
れ
を
撤
去

し
た
と
き
に
、
道
路
標
識
等
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
撤
去
し
た
と
き
に
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
。

3　

道
路
工
事
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
一
時
的
に
交
通
規
制
の
効
力
を
停
止
す
る
場
合

は
、
道
路
標
識
等
を
撤
去
し
、
又
は
被
覆
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
第
十
二
号
中
「
自
動
車
か
ら
遠
隔
に
存
在
す
る
運
転
者
が
電
気
通
信
技
術
を
利
用
し
て
当

該
自
動
車
の
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
自
動
運
転
技
術
を
用
い
て
自
動
車
」
を
「
自
動
運
転
技

術
そ
の
他
自
動
運
転
の
実
用
化
の
た
め
に
必
要
な
技
術
を
用
い
て
車
両
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長　
　

髙　
　

橋　
　

英　
　

尚
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